
西条警察署管内（旧西条市）の交通事故多発交差点
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自転車の交通違反の取締りが強化されます
　愛媛県警では、増加する自転車事故に歯止めをかけるため、９月21日から自転車の違反者に対する取締りを強化します。
　自転車を運転するときは、交通ルールを守り、事故を起こさない、事故に遭わない、安全運転を心がけましょう。
※自転車は道路交通法上「軽車両」に分類され、悪質な違反車は、車のドライバーと同様に交通切符（赤切符）の対象とな
ります。
※重点的に取締る違反行為は①酒酔い運転、②信号無視、③二人乗り、④一時不停止、⑤通行禁止違反、⑥通行区分違反、
⑦遮断踏切立入り、⑧無灯火です。
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　西条市では、平成18年１月から６月までの上半期に死亡事故が多発しています。
　高齢者の事故、追突事故などが多く発生しているなかで、交差点での事故が約半数
を占めています。
　この地図は、交通事故が多発している交差点、上半期に発生した死亡事故、重傷事
故の場所を抜き出したものです。
　交差点では、｢よく見る｣｢止まる｣｢徐行する｣を心がけ、事故防止に努めましょう。
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